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第２４期第１６回新居浜市農業委員会総会議事録 
 

１ 会議の日時及び場所 

（１）会議の日時 令和３年１０月５日（火曜日）１３：３０～１４：２５ 

（２）会議の場所 市庁舎５階 大会議室 

２ 会議に出欠席した委員数及び氏名等 

（１）農業委員 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

（２）農地利用最適化推進委員  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）欠席委員  ４人 

   農業委員 第１７番   渡 邊 勝 俊 

      推進委員 第 ６ 番   井 下 八 郎 

      推進委員 第 ７ 番     髙 橋 眞 次 

   推進委員 第１３番   髙 橋 秀 実 

    

 

第 １ 番   片 上 和 彦 

第 ２ 番   岡 田   充 

第 ３ 番    藤 田 幸 正 

第 ４ 番   村 上 壽 一 

第 ５ 番    塩 見 敏 夫 

第 ６ 番   寺 尾 俊 行 

第 ７ 番    横 井 直 次 

第 ８ 番   藤 田 健太郎 

第 ９ 番      宇 野 賀津美 

 

 

第１０番   古 川 一 豊 

第１１番   髙 橋 征 三 

第１２番     小 野 春 雄 

第１３番     曽我部 英 敏 

第１４番   伊 藤 繁次郎 

第１５番   土 岐 若 水 

第１６番   伊 藤 愼 吾 

第１８番     松 木 ワカ子 

第１９番   山 口 三七夫 

 

 

第 ９ 番   田 坂 健 次 

第１０番   眞 鍋 哲 哉 

第１１番   竹 林 義 孝    

第１２番   小 泉  造 

第１４番   神 野 鉄 治 

 

第 １ 番   岡 田 悦 明 

第 ２ 番   安 藤 育 雄 

第 ３ 番   加 藤 宏 司 

第 ４ 番   岩 崎 紀 生 

第 ５ 番   小 野 義 尚 

第 ８ 番   藤 田   隆 
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３ 会議に出席した事務局職員 

      事 務 局 長   藤 田 和 則       主    幹   近  藤  明  美 
農 地 係 長  松 本   聡    農 政 係 長  谷 口 恭 子 
主    任  井 上 貴 清    会計年度任用職員   齊 藤 麻 里 
   

 
４ 傍聴者     

   な し 

５ 議事日程    

   農地利用最適化推進委員の辞任について      

   農地関係 農地法第３条、第４条、第５条申請関係等の審議について 

   農政関係 農地パトロールの結果について 

                  ◇                      
   １３時３０分開会 

 

藤田事務局長       御起立ください。礼。御着席ください。 

総会に先立ちまして、委員の出席状況を御報告いたしま

す。農業委員１８人、推進委員１１人でございます。よって、

過半数に達しており、この会が成立していることを御報告い

たします。それでは、会長よろしくお願いします。 

藤田会長           皆さん、こんにちは。非常に安定した天気でこの季節にす

れば非常に暑いという気候が続いておりますが、今、丁度

新居浜地方ではヒノヒカリ等の稲刈りが始まりかけている

という中、大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にあ

りがとうございます。この２、３日テレビで自民党の総裁

選があったり、急遽総理大臣が決まったり、その中で衆議

院議員がこの１０月２１日で任期満了で、それに向けて今

度の臨時国会で１４日に解散をして、３１日に投開票をす

るというような日程が発表されました。国民の一人として

政権選択選挙ですので投票には行っていただきますように

お願いを申し上げておきます。 

それでは、ただいまから第１６回新居浜市農業委員会総会

を開会いたします。 

まず、本日の議題ですが「農地利用最適化推進委員の辞任

について」を議題としたします。 
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次に、農地関係の議案につきましては、議案第１号から議

案第７号まで、農政関係はいろいろ御案内をしておりました

が新居浜市はコロナ感染拡大ということで会合などを縮小

しなさいということもございまして、「農地パトロールの結

果について」だけを議題といたします。 

なお、本日の議事録署名委員でございますが、会議規則第

１９条の規定により、会長において片上 和彦 委員と岡田 

充 委員を指名いたします。両委員さんよろしくお願いいた

します。 

藤田会長        これより、議案の審議に入りたいと思いますが、議案第１

号につきましては、小泉 造 委員が関係しており、本議案

の審議には、参加できませんので、退席を求めます。それで

は、ここで暫時休憩いたします。 

 

（小泉委員 退席） 

 

休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

議案第１号「農地利用最適化推進委員の辞任について」を

上程いたします。事務局から議案の説明をお願いします。 

近藤主幹        議案第１号農地利用最適化推進委員の辞任について、小泉 

造 委員より辞任の申出がありましたので、農業委員会等

に関する法律第２３条の規定により、当会の同意を求めま

す。２ページを御覧ください。 

資料として農業委員会等に関する法律第２３条及びその

解説がありますので、御覧ください。 

推進委員は、正当な辞任の理由があるときに、農業委員会

の同意を得て辞任することができます。推進委員は、地方公

務員ですが、その就任は公法上の権利に基づくものであるこ

とから、本人の意思によってその職を辞任することは認めら

れなければなりません。しかし、一度地方公務員として法律

上の権限を付与され、公務遂行の義務を負荷された以上は、

恣意的にその進退を決するべきではないことは当然です。 
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そこで、委員の辞任の要件として、辞任について正当な理

由があることと、農業委員会の同意を要すると規定されてい

ます。辞任の理由が正当であるかどうかは、農業委員会が社

会通念に従い一般の良識に基づいて判断すべきです。農業委

員会の同意は、農業委員会の総会の議決すなわち総会出席委

員の過半数の賛成によって行います。辞任の理由は、ご家族

の介助です。以上で説明を終わります。 

藤田会長       ありがとうございました。議案第１号「農地利用最適化推

進委員の辞任について」ただ今、事務局から説明がありまし

たが、このことについて何か、御質問等ございませんか。 

              （「なし」の声あり）         

藤田会長       それでは、委員の皆さんに、お諮りいたします。 

小泉 造 委員の辞任について、同意される方は挙手をお

願いします。  

挙手多数につき小泉 造 委員の辞任については、農業委

員会総会において同意されました。それでは、ここで暫時休

憩いたします。 

 

（小泉委員入場） 

 

休憩前に引き続き審議を再開いたします。それでは、辞任

される委員の方から一言挨拶をお願いしたいと思います。小

泉委員お願いします。 

小泉委員     小泉です。私の家庭の事情がありまして、農業推進委員の

任務を全うできないだろうと判断をいたしました。先般、辞

任届を提出したところでございます。１年２カ月という時間

でしたけれども、農業委員会の皆様、事務局の皆様、大変お

世話になりました。ありがとうございました。 

藤田会長      ありがとうございました。 

小泉 造 委員におかれましては、今後ますますの御活躍

を御祈念申し上げたいと思います。 

藤田会長     これより農地関係の議案の審議に入ります。議案書目次を
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お開きください。 

議案中、第１号から第４号は決議事項、第５号から第７号

は意見事項となっております。加えまして報告事項が１件、 

参考事項が１件ございます。１ページを御覧ください。 

議案第１号「農地の相続税納税猶予適格者証明について」

を議題に供します。事務局から議案の説明をお願いします。 

近藤主幹     議案第１号につきましては、租税特別措置法第７０条の６

第１項の規定に基づく相続税の納税猶予適格者証明願で、第

３番の１件でございます。２ページを御覧ください。 

第３番、久保田町二丁目、田１筆、面積６７８平方メートル、 

相続人は、久保田町二丁目在住、（１－１）さんです。 

被相続人は、江口町（１－２）さんです。 

証明内容といたしましては、続柄は長男、別居、相続開始

年月日は、令和３年１月９日です。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

藤田会長     ありがとうございました。以上、３番について質疑に入り

ます。御意見、御質問はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

藤田会長     ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決

定してよろしいでしょうか。 

            （「異議なし」の声あり） 

藤田会長     御異議なしと認めます。よって、議案第１号「農地の相続

税納税猶予適格者証明について」を原案のとおり決定させて

いただきます。３ページを御覧ください。 

議案第２号「農用地利用集積計画について」を議題に供し

ますが、私と髙橋 征三 委員、伊藤 繁次郎 委員が関係して

おりますので、退室し議長を曽我部会長代理に交代いたしま

す。それでは、ここで暫時休憩いたします。 

 

                 （委員退席・議長交代） 

 

曽我部会長代理   休憩前に引き続き会議を開きます。 
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事務局から議案の説明をお願いします。 

松本農地係長    議案第２号につきましては、農業経営基盤強化促進法第１

８条第１項の規定による農用地利用集積計画でございます。 

内容といたしましては、田１９筆、畑７筆、合計面積２７，

８５９．２３平方メートルでございます。 

４ページをお開きください。 

６４番の（２－１）さんから８３番の(２－２０)さんまで

の２０件でございまして、期間につきましては、５年間が３

件、４年間が１件、３年間が１３件、２年１０か月が１件、

１年間が２件。利用権の種類は、使用貸借１７件、賃貸借が

３件で全てが再設定となっております。 

以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の要件である、農用地利用集積計画の内容が新居浜

市の基本構想に適合するものであること並びに全部効率利用

要件及び常時従事要件が認められることの各要件を満たして

おります。御審議よろしくお願いいたします。 

曽我部会長代理   ありがとうございました。以上、６４番から８３番につい

て質疑に入ります。御意見、御質問はございませんか。 

           （「なし」の声あり） 

曽我部会長代理   ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決

定してよろしいでしょうか。 

                （「異議なし」の声あり） 

曽我部会長代理   御異議なしと認めます。よって、議案第２号「農用地利用

集積計画について」を原案のとおり決定させていただきます。 

         それでは、議案第２号の審議が終了しましたので、委員の

入席を求めます。ここで暫時休憩いたします。 

        

（委員の入席・議員交代） 

 

藤田会長      休憩前に引き続き会議を開きます。７ページを御覧くださ

い。 

議案第３号「農地の賃貸借権設定について」を議題に供し
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ます。事務局から議案の説明をお願いします。 

松本農地係長     議案第３号につきましては、農地法第３条第１項の規定に

よる農地の賃借権設定で、２番及び３番の２件でございます

が、譲受人が同一でございますので、一括して説明させてい

ただきます。８ページをお開きください。 

２番及び３番、上原一丁目、畑、面積３１２平方メートル

を含む合計１２筆、面積４，９３８㎡、譲受人は（３－１）

さんです。 

譲受人は、今回、新規に営農を開始するに当たり、申請地

を借り受ける目的で、農地法第３条による申請書が提出され

ました。申請地は、いずれも農道及び水路が整備された整形

な農地で、隣地との境界も明確であることから、周辺農地へ

の影響についてはないものと思われます。 

また、議案書及びお手元に配布いたしております調査書に

記載のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えております。 

なお、９月２４日に、譲受人出席のもと、役員会を開催い

たしまして、耕作意欲、農機具の所有状況、労働力、営農計

画の内容等を確認いたしております。御審議よろしくお願い

いたします。 

藤田会長      ただいまの説明に係る現地調査の結果並びに補足説明につ

きましては、伊藤 繁次郎 委員から報告をいただきます。伊

藤 委員お願いします。 

伊藤(繁)委員   はい、失礼いたします。９月１８日に現場を調査いたしま

した。その結果事務局からも報告がありましたが、現在耕作

をされているところと、されていないところとがございます

けど、今後において耕作をするには的確な場所であるという

ことで、報告をさせていただきます。また、（３－１）の関

係なのですけど、耕作意欲もあり立派に作り上げて行くので    

はないかと思われますので御報告いたします。以上です。 

藤田会長      ありがとうございました。以上、２番及び３番について質

疑に入ります。御意見、御質問はございませんか。 
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             （「なし」の声あり） 

藤田会長      ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

藤田会長      御異議なしと認めます。よって、議案第３号「農地の賃貸

借権設定について」を原案のとおり決定させていただきます。 

      ９ページを御覧ください。 

議案第４号「農地の所有権移転について」を議題に供しま

す。事務局から議案の説明をお願いします。 

松本農地係長    議案第４号につきましては、農地法第３条第１項の規定に

よる農地の所有権移転で、２６番の１件でございます。 

１０ページをお開きください。 

２６番、寿町、畑１筆、面積６２８平方メートル、譲受人

は（４－１）さんです。 

譲受人は、現在、約４反５畝ほどの農地を家族で耕作して

おり、今回、経営規模拡大を図るため、申請地を取得する目

的で、農地法第３条による申請が提出されました。申請地は、

７月及び９月の総会において許可され、取得した農地に接し

ておりまして、農道及び水路が整備された整形な農地で、境

界も明確であることから、周辺への影響についてはないもの

と思われます。 

また、議案書及びお手元に配布いたしております調査書に

記載のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えております。 

御審議よろしくお願いいたします。 

藤田会長      ただいまの説明に係る現地調査の結果並びに補足説明につ

きましては、古川 一豊 委員から報告をいただきます。古川

委員お願いします。 

古川委員      失礼します。それでは、御報告を申し上げます。９月２１

日に（４－１）さんと近所の人達とお会いしました。今回で

報告は３件目になると思うのですが、これ実は１枚の土地だ

ったのを４人に分けていたのを（４－１）さんが一つにして



9 
 

買いとると、譲渡をしてもらおうということで進めておりま

した。４人で分けておりましたのでなかなか一度でというこ

とが難しかった、順番に折り合いがついて今回の申請が出て

きたということでございます。最初に申し上げたとおり、申

請地は現在耕作はされておりませんが、草は刈られていつで

も耕作ができる状態であります。近隣との問題も特にありま

せん。その他参考事項といたしまして譲受人は耕作意欲があ

り、取得後の耕作による地域への影響も特段ないと思われる

ので許可しても問題ないと思われます。以上です。 

藤田会長      ありがとうございました。以上、２６番について質疑に入

ります。御意見、御質問はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

藤田会長      ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

藤田会長      御異議なしと認めます。よって、議案第４号「農地の所有

権移転について」を原案のとおり決定させていただきます。 

      １１ページを御覧ください。 

          議案第５号「農地の転用について」を議題に供します。事

務局から議案の説明をお願いします。 

井上主任      議案第５号は農地法第４条第１項の規定による農地転用の

申請で､申請件数は１件です｡１２ページをお開きください｡ 

８番､高津町､畑 1 筆､申請人は（５－１）さん｡内容は貸し

露天駐車場､一体利用地として､宅地５８．９５平方メートル

があり､農地区分はその他の農地である第２種農地と判断さ

れます｡ 

以上の事案につきましては申請書及び土地改良区の意 見

書等の添付資料を確認し､転用行為が遂行される確実性等の

一般基準についても認められるものであることを､事務局よ

り報告させていただきます｡御審議の程よろしくお願いしま

す｡ 

藤田会長      ありがとうございました。 
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以上、８番について質疑に入ります。御意見、御質問はご

ざいませんか。 

            （「なし」の声あり） 

藤田会長      ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決

定してよろしいでしょうか。 

            （「異議なし」の声あり） 

藤田会長       御異議なしと認めます。よって、議案第５号「農地の転用

について」を許可相当として県知事に意見を送付いたします。 

       １３ページを御覧ください。 

議案第６号「農地の転用を伴う所有権移転等について」を

議題に供しますが、藤田 隆 委員が関係しておりますので、

退室願います。それでは、ここで暫時休憩いたします。 

 

                 （委員退席） 

 

藤田会長       休憩前に引き続き会議を開きます。 

          事務局から議案の説明をお願いします。 

井上主任       議案第６号は農地法第５条第１項の規定による農地転用の

申請で､申請件数は１５件です｡ 

１４ページをお開きください｡ 

１３６番､田の上二丁目､田２筆､譲受人は（６－１）さん ｡

内容は自己住宅９７.２６平方メートル､農地区分は用途地域

であるため第３種農地であると判断され､区分は使用貸借権

で期間は永年です｡ 

１３７番､萩生字治良丸､畑２筆､譲受人は（６－２）さん｡

内容は自己住宅８９.４３平方メートル､農地区分は用途地域

であるため第３種農地であると判断され､区分は所有権移転

です｡ 

１３８番､船木字国領､田１筆､譲受人は（６－３）さん｡内

容は建売住宅２戸１２５.８４平方メートル､農地区分はその

他の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転で

す｡ 
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１５ページを御覧ください｡ 

１３９番､庄内町三丁目､畑１筆､譲受人は（６－４）さん外

１名。内容は自己住宅８３.８６平方メートル､農地区分は用

途地域であるため第３種農地であると判断され､区分は所有

権移転です｡ 

１４０番､郷三丁目､田１筆､譲受人は（６－５）さん｡内容

は自己住宅１１６.７６平方メートル､農地区分はその他の農

地である第２種農地と判断され､区分は使用貸借権で期間は

３５年です｡ 

１４１番､星原町､畑２筆､譲受人は（６－６）さん｡内容は

自己住宅９９.３６平方メートル､農地区分はその他の農地で

ある第２種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

１６ページをお開きください｡ 

１４２番､坂井町三丁目､田１筆､譲受人は（６－７）さん｡

内容は自己住宅１２３.３８平方メートル､一体利用地とし

て､公衆用道路９０平方メートルがあり､農地区分は申請地か

ら概ね３００m 以内に新居浜駅が存在するため第３種農地で

あると判断され､区分は所有権移転です｡ 

１４３番､宇高町四丁目､田２筆､譲受人は（６－８）さん｡

内容は建売住宅５戸３０６.３５平方メートル､農地区分はそ

の他の農地である第２種農地と判断され､千平方メートル以

上の土地に建築物を建設する予定であることから､開発許可

が必要となり､区分は所有権移転です｡ 

１４４番､磯浦町､田２筆､譲受人は（６－９）さん｡内容は

露天資材置場､一体利用地として､雑種地１７６.８３平方メ

ートルがあり､農地区分は用途地域であるため第３種農地で

あると判断され､区分は所有権移転です｡ 

１７ページを御覧ください｡ 

１４５番､船木字国領､畑 1 筆､譲受人は（６－１０）さん｡

内容は自己住宅９４.３６平方メートル､一体利用地として､

宅地１１０.３５平方メートルがあり､農地区分は用途地域で

あるため第３種農地であると判断され､区分は所有権移転で
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す｡ 

１４６番､北内町三丁目､畑２筆､譲受人は（６－１１）さん｡

内容は自己住宅６２.９３平方メートル､農地区分は用途地域

であるため第３種農地であると判断され､区分は使用貸借権

で期間は永年です｡ 

１４７番､阿島二丁目､畑１筆､譲受人は（６－１２）さん｡

内容は露天資材置場及び露天駐車場、露天作業場､農地区分は

その他の農地である第２種農地と判断され､区分は使用貸借

権で期間は永年です｡ 

１８ページをお開きください｡ 

１４８番､船木字山口､畑４筆､譲受人は（６－１３）さん｡

内容は露天資材置場､農地区分はその他の農地である第２種

農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

１４９番､東田一丁目､畑１筆､譲受人は（６－１４）さん｡

内容は自己住宅５３.２６平方メートル､農地区分はその他の

農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

１５０番､高田二丁目､田 1 筆､譲受人は（６－１５）さん｡

内容は自己住宅１１２.４９平方メートル､農地区分はその他

の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

以上､１３６番から１５０番のいずれの事案につきまして

も､申請書および土地改良区の意見書等の添付資料を確認し､

転用行 為が遂行される確実性等の一般基準についても認め

られるものであることを､事務局より報告させていただきま

す｡御審議の程よろしくお願いします｡ 

藤田会長       ありがとうございました。以上、１３６番から１５０番に

ついて質疑に入ります。御意見、御質問はございませんか。

はい、曽我部委員。 

曽我部委員     藤田委員さんの関連はありましたか。 

井上主任      １４５番の（６－１０）さんの一体利用地の宅地が藤田委

員の所有地です。 

藤田会長        他に御意見、御質問はございませんか。 

              （「なし」の声あり） 
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藤田会長       ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決

定してよろしいでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

藤田会長       御異議なしと認めます。よって、議案第６号「農地の転用

を伴う所有権移転等について」を許可相当として県知事に意

見を送付いたします。 

              それでは、議案第６号の審議が終了しましたので、委員の

入席を求めます。ここで暫時休憩いたします。 

        

（休憩後、委員の入席） 

 

藤田会長       休憩前に引き続き会議を開きます。１９ページをお開きく

ださい。議案第７号「農地転用事業計画変更について」を議

題に供します。事務局から議題の説明をお願いします。 

井上主任       議案第７号は農地転用事業計画変更申請で､申請件数は１

件です｡２０ページをお開きください｡ 

６番､大生院字本村､公衆用道路３筆､宅地３筆、事業計画者

は（７－１）さん｡変更内容は事業内容の変更で､理由等につ

いては議案書に記載のとおりとなります｡ 

以上の事案につきましても､変更申請書及び土地改良区の

意見書等の添付資料を確認し､変更事由が転用事業者の故意

又は重大な過失ではなく､変更後の転用行為が遂行される確

実性等の一般基準についても認められるものであることを､

事務局より報告させていただきます｡ 

御審議の程よろしくお願いします｡ 

藤田会長       ありがとうございました。以上、６番について質疑に入り

ます。御意見、御質問はございませんか。はい、曽我部委員。 

曽我部委員     これは個人ですか。 

井上主任      はい、宅建業を持たれているのが個人名で持たれておりま

して、屋号を持って、個人事業主として活動されております。

個人事業主ですので、あくまで法的なものとしては個人の名前

での申請になります。 
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曽我部委員    はい、わかりました。 

藤田会長       他に御意見、御質問はございませんか。 

             （「なし」の声あり） 

藤田会長      ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決定

してよろしいでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

藤田会長      御異議なしと認めます。よって、議案第７号「農地転用事業

計画変更について」を許可相当として県知事に意見を送付いた

します。２１ページを御覧ください。 

報告事項は「農地所有適格法人の令和２年度事業報告につい

て」です。事務局から報告をお願いします。 

松本農地係長   農地法第６条第１項の規定に基づく「農地所有適格法人の事

業報告」につきましては、４番及び５番の２件でございます。 

なお、４番、（８－１）につきましては、現在、議決権の過

半が農業関係者以外の者となっており、農地所有適格法人に必

要な議決権要件を満たさなくなったため、今後は、農地を解除

条件付きで賃借することができる「農地所有適格法人以外の法

人」として運営を継続することを御報告いたします。 

藤田会長     ありがとうございました。続きまして、２２ページをお開き

ください。参考事項は、農地法第１８条第６項の規定による合

意解約についての参考事項ですので、お目通しをお願いしま

す。 

         以上をもちまして、農地関係の議案の審議がすべて終了いた

しました。引き続き農政関係に入ります。職員の入れ代わりだ

けお願いします。 

 

     （職員交代） 

 

藤田会長     引き続き、会議を再開いたします。 

これより農政関係の議題に入ります。本日は、御案内し  

ておりましたとおり、「農地パトロールの結果について」を議

題といたします。事務局から説明をお願いします。 
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谷口農政係長   委員の皆様には、大変暑い中、またお忙しい中、農地の調査

を行っていただき、誠にありがとうございました。 

それでは、本日、お配りしました農地パトロール集計結果一

覧表を御覧ください。 

上の表は、昨年の調査を行った結果を基に作成したもので、 

下の表は、今年度の調査を基に、遊休農地の面積と農地面積に

占める遊休農地の割合を表にしたものです。 

この数値につきましては、営農再開や保全管理のないものの

合計を農協の支所ごとに算出しております。 

          今年度の結果でございますが、下の表を御覧ください。全体

では、新居浜市の農地面積が、１，３３１万１千６６８.２９平

方メートル、そのうち遊休農地面積は７１万４１９.５２平方メ

ートルで、農地面積に占める割合は約５.３４パーセントでござ

います。 

昨年度と今年度を比較してみますと、遊休農地は増加してお

り全体で、２９筆、２万８千１６３．２２平方メートル増加し、

農地面積に占める遊休農地の割合としては、約０.２７パーセ

ント増加しています。支所ごとの数値につきましては、表のと

おりですので、お目通しください。 

次に、今回の担当委員ごとの調査結果については、荒廃農地

一覧と地図を御覧ください。荒廃農地一覧の方には、昨年度と

今年度の結果を表示しています。それぞれのパトロール結果に

は、×が遊休農地、アが営農再開、ウが保全管理で示していま

す。また地図の方には、今回の調査で遊休農地と判定した箇所

が緑色、桃色が区分ア（営農再開）、青色が区分ウ（保全管理）

です。リストにある地番を元に地図を見ていただいて、その場

所が緑色で塗っているところが遊休農地と判定することに間

違いないかどうか確認をお願いします。パトロールの時には管

理できていなかったが、その後草刈り等して管理されていると

ころなどあれば、個別に御連絡をお願いいたします。また、赤

で×をつけているところは、今年は注意してみていこうという

場所です。 



16 
 

次に、意向調査（例）を御覧ください。今回の調査により、

遊休農地と判断された所有者、耕作者の方に、事務局の方で、

意向調査を実施します。今年意向調査を送る対象は、Ｒ３パト

ロールの結果に×が入っている農地のすべての所有者、耕作者

です。 

意向調査は今月中に送付し、１１月末期限として回収したい

と思っています。その結果、中間管理を利用したいとの回答で

あれば、中間管理機構へ連絡し、農業委員会へあっせんを希望

するとのことであれば、ホームページにも掲載し、借り手を探

すことになりますので、各地元の委員さんにもお願いすること

があると思いますので、御協力をお願いいたします。以上で説

明を終了します。 

藤田会長     ただいま事務局から説明がありましたが、何か御質問等はご

ざいませんか。先程の説明の中にありましたように、この間の

調査の後に耕作放棄地となってあるところについて、保全管理

などに変更になっている場合は事務局の方まで御連絡をいた

だけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、横井

委員。 

横井委員     多喜浜の○○〇が今、借ってしているところをこの１２月で

返すと、今、農地にきれいに戻してくれているのですが、今度

は農地として認めるのですか。 

藤田会長     転用とかではなくて、農地のままで借りていたと思うのです

が。ハウスがあっても農地としては大丈夫なのですけど、そこ

にコンクリートの構造物などを置いていたら農地以外として

扱われますが。この１２月で返されたその後も、農地でござい

ます。 

横井委員     はい、分かりました。 

藤田会長     他にございませんか。 

           （「なし」の声あり） 

藤田会長     パトロールの結果について担当者から説明がございました

が、いつも申し上げていることでありますが、我々が調査でき

るのは平坦の場所だけ、実際に調査をすればもっとすごい数字
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が出てくると思うのですが、これは市の方でも実態調査をしな

ければいけないというようなことを言われておりまして、これ

をしないと新居浜市の農業振興策等々についてもデーターが

ございませんので、正しい数字がないと振興策を立てられない

だろうと市長も申されておりまして、これから先では調査につ

いては我々農業委員、土地改良区、関係の方々の中で調査を行

われるのではないかなと、それには、お金と、人と、時間がか

かるというようなことで、そのうちに市長の方もアクションを

起こされるのではないかと思われます。今、現状で調査してい

ただく中で、それについて変更があれば事務局の方へお知らせ

をいただいたらと思います。 

以上をもちまして、第１６回新居浜市農業委員会総会を閉会

いたします。御協力ありがとうございました。 

藤田事務局長   御起立ください。礼。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

  ◇ 

 

新居浜市農業委員会会議規則第１９条第２項の規定によりここに

署名する。 
新居浜市農業委員会総会 

 
会 長 
  

 
 

会長代理 
 
 
 

委 員 
 

 

 

   委 員 


